
講演録：裁判員説得の技術

発が起こりました。そして6人の人が亡くなり

ました。とても深刻な犯罪で、爆発によって

地下駐車場に大きなクレーターができました。

6人が亡くなり、ビルは1か月も閉鎖されまし

た。もちろんそれ以前もテロ活動はありまし

たけれども、このような規模の攻撃というの

はアメリカ本土においては初めてでした。

爆弾によって地下駐車場に大きな穴ができ

ました。これが被害の状況です。捜査官たち

はこのがれきの中を調査しました。そしてワ

ゴン車の破片を見つけました。車の破片でし

たけれども、その車がこの爆弾を運んだとい

うことを特定しました。この破片には車両認

識番号がありましたので、この車が3日前にレ

ンタルされたものだということが分かりまし

た。それを借りた人物はモハメド・サラメで

す。不法滞在のパレスチナ移民でした。

彼は爆弾を運んだ車を爆発の3日前に借りて

いたのです。しかしながら―ここがこのスト

ーリーの興味深い点なんですが―爆破事件の1

日前、サラメは「この車が盗まれた」と届け

を出しました。3日前にレンタルしたけれども、

爆破事件の1日前に車両盗難届を彼は出してい

るのです。連邦捜査官はサラメを逮捕します。

サラメがレンタカー屋に預けてあった保証金

を受け取りに行ったところを逮捕したのです。

車が盗まれたので彼は保険の請求書を書いて、

そして私の保証金を返してほしいと言ったん

ですけれども、逮捕されてしまいました。

サラメと3人のアラブ系の男性が一緒に逮捕

され、非常に注目を浴びました。

私はニューヨークの公設弁護人をしていま

した。公設弁護人の事務所は政府から補助金

を得ている組織で、私はそこに所属していま

した。

逮捕された日に私が法廷から外に出ると新

聞やテレビの記者たちに囲まれて、テレビ局

はどこもワールド・トレードセンターの犯人

が捕まった、そして私が弁護しているという

ような報道をしました。このような状況で、

どうすれば公正な裁判ができるでしょうか。

裁判員制度はアメリカの陪審員制度とかな

り違った部分もあるのですが、今日は私が、

刑事弁護士として陪審裁判において直面した

経験について話をしたいと思います。

私は日本全国で刑事弁護人の方たちとお話

をさせていただきました。福岡、那覇、札幌

などの弁護士の先生方とお話をさせていただ

いたのですが、多くの先生方が日本の市民は

発言をしないのではないかということをおっ

しゃっていました。日本の市民は職業裁判官

の前では話さないのではないか、意見を言う

のを怖がるのではないかという懸念を聞きま

はじめに 

〈略歴〉
ハワイにあるフォリー・スクエア・アソシエイツの代表
を務めるかたわら、モーリーン・アンド・マイク・マンスフ
ィールド・センター「陪審員及びデモクラシープログラ
ム」の共同ディレクターも務める。

ニューヨークのリーガル・エイド・ソサイエティーにて、連邦公設弁護人として活
躍後、イェシバ大学ベンジャミン・Ｎ・カロドゾ・スクール・オブ・ロー、ブルックリン・
ロースクール、ミシガン大学ロースクールでの教職を経て、2004年より現職。

ミシガン大学ロースクールでは、副学部長、また、パブリック・サービス・オフィ
スを立ち上げ、そのディレクターも務めた。

ノースウェスタン大学より学士号（B.A）
ウィスコンシン大学マディソン校より法学博士号（J.D.）を取得。

そこで、弁護人にとって使える最も重要な

ツールを3つご紹介したいと思います。

その3つのツールとは何かと言いますと、①

冒頭陳述で無罪の論理を展開するということ、

②反対尋問で被告人に有利な証拠を強調する

こと、そして③最終弁論で陪審員を前に強力

な議論を展開し、彼らに選択肢を与えること

です。日本の裁判では今までは、供述調書な

どが重要視されていますけれども、裁判員制

度が実施されますとアメリカの陪審制度と同

じように口頭での審理ということが重要にな

ってきます。

つまり弁護人と検察官が、きちんと陪審員

や裁判員に対して話をしなければならないの

です。使うべきテクニックは、アメリカの弁

護士も日本の弁護士も同じはずです。

もちろん差はいろいろあるでしょうが、共

通する部分がずいぶんあります。この3つの重

要なツールについてこれからお話ししたいと

思っております。

まず最初のツール、それは冒頭陳述におい

て無罪の論理を展開するということです。裁

判員や陪審員が出廷する前に、つまり公判が

始まる前に弁護人はこのような無罪の論理を

作っておかなければなりません。それはどう

いう意味を持つのでしょうか。「無罪の論理」

とは、すなわち、皆さんがなぜあなたのクラ

イアントが無罪だと思うのかということです。

そして証拠を見て、それに対して説明を付け、

その結果、「被告人がもしかすると無罪かもし

れないという論理」を展開するわけです。そ

れを「無罪の論理」（セオリー・オブ・ノッ

ト・ギルティー）と言います。

アメリカも日本と同じで、公判前にはいわ

ゆる公判前手続きというものがあります。そ

こで双方が証拠を共有するわけであります。

冒頭陳述における無罪の論理 

弁護人の3つのツール： 
冒頭陳述・反対尋問・最終弁論 
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した。そして裁判官が支配してしまうのでは

ないかという意見もありました。なぜかとい

うと制度として市民が6人いるけれども、職業

裁判官も3人入るからです。

しかし、この制度がうまくいくかいかない

かは、実は弁護士の皆さんにかかっています。

なぜかというと、皆さんのような弁護士が

市民の裁判員に対して意見を提示していかな

くてはならないからです。彼らが意見を形成

できるように助けていかなければなりません。

皆さんのプレゼンテーションこそが裁判員の

役に立つのです。そして彼らに選択肢を与え

なくてはなりません。彼らが評議をするとき

に必要な選択肢を与えなければなりません。

ですから、本当の意味で弁護士がエンパワー

メント（力を与えること）を行うのだと思い

ます。裁判員が独立して考えられるように、

そして自分の意見を持って、その意見を表現

できるようにしていく役割を担っているのは、

弁護士なのです。

陪審員を説得するために、そして意見を持

ってもらうためには「技術」が必要になりま

すが、中でも、冒頭陳述、反対尋問、そして

最終弁論が最も重要なポイントになります。

それでは、私がこの3つの技術をどう使った

のかを、ニューヨーク市で公設弁護人をして

いたときの経験からお話ししたいと思います。

私の担当した事件はとても難しい事件でし

た。1993年2月26日に強力な車両爆弾によって、

世界貿易センタービルが崩れそうなほどの爆

1993年2月26日の 
ワールド・トレードセンター爆破事件 
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これは裁判員制度においても非常に重要な意

味を持ちます。アメリカも同じであり、公判

の前に検察・弁護側双方が証拠を検討します。

それは日本ほど熱心に行われませんけれども、

しかしながら公判に入る前に、証拠としてど

のようなものがあり、そして検察官と弁護人

が共有できる証拠を明らかにしておかなけれ

ばならないわけです。

私はそれらの証拠を見て、サラメ被告のた

めの無罪の論理を作り上げようとしました。

私が重視したのは次のような事実です。まず、

このサラメ被告が主犯格の人間と一緒に暮ら

していたということです。そしてまた爆弾の

入ったロッカーにサラメの指紋が付いていた

ということです。このロッカーの中には爆弾

の成分が入っていました。検察官はこれは有

罪の証拠になると言っていました。

それから、サラメ被告はレンタカーを借り

ていました。そのワゴン車はワールド・トレ

ードセンターに爆弾を運ぶために使われたも

のでありました。しかしそれだけではなく、

それを借り出したときに彼は本名を名乗り、

本当の住所も伝えていたということです。つ

まり車を借りたとき、爆弾を運ぶ目的で借り

たにもかかわらず本名を名乗っていたという

ことです。爆発の3日前に借りていたというこ

とですが、しかしながら爆発事件が起こる1日

前にそれを盗まれたとサラメは言っています。

それから、検察側の証拠に基づくもう1つ重

要な事実は、ラムジー・ユセフという主犯格

の男は事件の起こった日にアメリカから逃亡

したということです。イラク向けの飛行機に

乗って逃亡しました。しかしながら、私のク

ライアントであるサラメ被告はそのままアメ

リカにとどまり、盗まれたと称する車の保証

金を取りに現れたのです。つまり主犯が逃げ

たのに、サラメはニューヨークにとどまった

ということです。

それからあともう1つ、サラメ被告は保証金

を受け取りに現れたときに逮捕されたのです

が、そのときにFBIの捜査官は秘密裏にその様

子を録音しておりました。私はそのテープを

聞き本当にびっくりしました。FBIの取締官が

「なぜこの車を借りたのか」と結構厳しい口調

で問いただしているわけです。もちろんこれ

は覆面捜査官なんですけれども、その質問に

対してもサラメ被告は、罪の意識なく答えて

いるという様子が明らかでありました。

整理してみますと、私の依頼者は、主犯の

男と住んでいた。指紋が爆弾の入ったロッカ

ーで見つかった。車をレンタルしたけれども、

そのときに本名を名乗っていた。そして事件

の起こる前に盗まれたと届け出ているという

こと。そして主犯の男が逃亡したのにサラメ

はとどまった。また逮捕されたときに秘密に

録音されたテープで罪の意識なく語っている

ということ―こういう事実を私は押さえてお

きました。

では、これらの事実をもとにして、どのよ

うな論理を展開すべきか、一生懸命考えまし

た。

物的証拠はサラメがこの犯罪に加担したと

いうことを表しているわけですから、それに

対抗するような無罪の論理を展開していかな

ければならないわけです。

それでは、私がどういうように「無罪の論

理」を組み立てたのか説明したいと思います。

私が手に入れたすべて事実に基づいて、私は

「サラメはだまされた、操作された」というこ

とが言えると思いました。さらに主犯である

ユセフはアメリカから逃げていってしまった。

つまり「この男はサラメを使って、その目的

を言わずに一定の行動を取らせた」というこ

とです。

確かにサラメは車を借りた。そして爆弾の

入ったロッカーから指紋が発見された。しか

しながら、この男は主犯の男に利用されたの

ではないか。車を借りるように言われ、そし

てまた中身が何かを言わずにロッカーに指紋

を残させたのではないか。つまり、サラメ被

告が車が盗まれたと言ったとき、それは本当

のことを言っていたのではないか。

実際には主犯の男が車を盗んだのだと思い

ます。まるでサラメ被告を道具のように使っ

ていた、手先の様に使っていたということで

はないでしょうか。サラメ被告を利用してい

たわけです。「なぜこういうことをするのか」

ということを教えずに利用していたんだと思

います。そしてサラメ被告はこのたくらみの

本質を理解していなかった。つまり暗闇の中

に置かれていた。

サラメ被告は主犯の男と一緒に暮らしてい

た、しかしこのようなひどいたくらみをして

いたということまでは知らなかった。つまり

友人を助けるぐらいのつもりだったのではな

いか。例えば「このロッカーのところに行っ

て」と言われたらそのようにし、「車を借りろ」

と言われれば車を借りる、そういう状況だっ

たのではないか―。

私はこの論理を支える事実として、車を借

りたときに本名を名乗っていたこと、本当の

住所を言っていたということ、これを利用で

きるのではないかと思いました。例えばひど

いテロ事件を起こそうとしている者が本名を

名乗ると思いますか。サラメは本名を名乗っ

たのです。逮捕されたときに秘密裏に録音さ

れているのですけれども、その録音したテー

プを聞くと、本当に罪のない話し方をしてい

るのです。

ですからこの論理を展開することによって、

確かに車は借りた、指紋はロッカーの上に残

っていた、そして主犯格の男を知っていた、

この3つの物的証拠は受け入れ、かつ無罪を主

張することができると思ったわけです。とい

うのは、彼は利用されていたからです。そし

て自分は何をしているのかこの被告人は知ら

なかった、犯罪を犯すことは知らなかった、

罪の意識はなかったということが言えると考

えたのです。これが私の「無罪の論理」です。

つまり公判前に検察官が主張したことをすべ

て受け入れて、かつ無罪の論理を展開するこ

とができると思いました。裁判員制度でも同

じですけれども、公判が始まる前までに、皆

さんはこのような無罪の論理を構築しておか

なければなりません。

次のステップは冒頭陳述です。これはとて

も重要な意味を持ちます。日本の弁護士の方

と話をすると意見はいろいろで、弁護人は冒

頭陳述をしないと言う人もいたんですが、私

は冒頭陳述はとても重要だと思います。

というのは、第一印象がとても重要だから

です。すなわち皆さんは裁判員の注意を引き

付けなければなりません。そして「もっとも

っと弁護人の主張を聞きたい」という気にさ

せなければならないのです。「もしかすると弁

護人の言うことに真実があるかもしれない」

という気にさせなければなりません。

アメリカにおいては、検察官の冒頭陳述で

非常に詳しく被告人に対して不利な証拠が提

示されます。したがって、弁護人としては別

のタイプの証拠の見方を提示しなければいけ

ないと思います。この冒頭陳述において、そ

の前に検察官が非常に細かい被告人に不利な

証拠を提示しておりますので、それに対して

別の解釈もあり得るということを陪審員に印

象付けることは弁護人の重要な役割です。

「サラメ被告は利用されていた」というの

が私の論理です。彼はその犯罪の目的を知ら

されていなかった。とにかく車が盗まれたと

いうのは本当だった。そして逮捕されたとき

の録音テープを聞いても彼が罪の意識を持っ

ていなかったということは事実であります。

皆さんでしたら、どのような冒頭陳述をさ

れるでしょうか。検察側はこう言いました。

「ラムジー・ユセフというイラクのテロリスト

がアメリカにある計画を持ってきた。ワール

ド・トレードセンターを爆破する計画を持っ

てきた。そして4人の被告人を雇った。その中

にはサラメも含まれていた。そして検察官に

よると、それぞれ4人が別々の役割を果たした。

サラメは、まずロッカーを借りその中に爆弾

の材料を保管した。そして2月23日にサラメは

黄色のワゴン車を借りた。これが爆弾を運ぶ

のに使われた。そして爆発の前日にうその車

両盗難届を出した。そして彼と彼の仲間たち

実際の冒頭陳述 
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はワールド・トレードセンターへワゴン車を

運転していった。」

次は私の番です。

私は冒頭陳述でこのように言いました。

「検察官がサラメに関してこうした証拠を挙げ

ました。しかし私も皆さんに、証拠を見れば

サラメは正直に車両盗難届を出したことが分

かると主張したいと思います。

皆さん、サラメには何もやましいところが

ありませんでした。彼は自分が何をしている

のか知らなかったのです。犯罪だと知りませ

んでした。どうしてそれが分かるかと言いま

すと、車を借りたとき彼は実名と本当の住所

を残しているからです。犯罪を隠そうとして

いるのであれば、どうして自分の本名と本当

の住所を使うでしょうか。

さらに皆さん、もう1つ証拠があります。サ

ラメが逮捕されたとき秘密裏にFBIによって会

話が録音されていました。FBIは覆面捜査官で

したけれども、たくさんの質問をしました。

レンタカー屋に扮していました。非常にアグ

レッシブに質問を捜査官はしましたけれども、

そのテープを聞いてみるとサラメはやましい

ところがなかったということが分かります。

決して罪の意識を持っていなかったことが分

かります。」

私が冒頭陳述でやろうとしたことは、検察

官の、「サラメがこの計画を共謀し、車を借り、

それが爆発に使われ、そしてうその車両盗難

届を出した」との主張に対して、陪審員に、

「なぜ彼には無罪という可能性があるか」とい

うことを主張することです。

弁護人にとって冒頭陳述はとても重要です。

検察官は有罪だというストーリーを語ります

ので、皆さんはその被告人がもしかしたら無

罪だという主張をしなくてはなりません。そ

してこれから提出される証拠が何を示そうと

しているのか、アウトラインを示していかな

くてはなりません。あまり詳細に立ち入った

論理は必要ないと思います。

2つ目のツールは反対尋問です。

アメリカの有名な学者が、「反対尋問は真実

を発見するために発明された重要なツールで

ある」と言っていました。

反対尋問には2つ種類があります。1つ目は

フレンドリーと我々は呼んでいますけれども、

友好的な反対尋問です。これは、検察側の証

言があった後に反対尋問がありますが、友好

的な形で、被告人にとって有利な証言を繰り

返してもらいます。証人がうそを言っていた

ということを指摘したり、間違っているとい

うことを指摘するわけではなく、証人の証言

の中に皆さんの無罪の論理を支持する内容が

含まれているということを示すだけです。私

の無罪の論理というのは、「サラメは正直に車

両盗難届を出した」というものでした。

検察官がある警官を証人として呼んだので

すけれども、この警察官は、サラメと主謀者

がかかわっていた交通事故に対応した人でし

た。爆破事件の約1か月前のことでした。検察

官がこの警察官に何が起こったのか説明する

ように求めた後、私が反対尋問を行いました。

この中で私は、サラメが運転が下手だったと

いうことを指摘したいと思いました。誰も彼

にワゴン車を運転させてワールド・トレード

センターまで行かせないということを指摘し

たかったのです。間接的に私の論理を示した

いと思いました。誰も彼に運転を任せない、

だから彼は運転しなかった、車両盗難届は正

直なものであった―ということが言いたかっ

たのです。

お巡りさん、その交通事故に対応したとき、

道路の状況を確認しましたね。

―はい。

サラメが運転していた車で主犯格の人が助

手席に乗っていましたね。

―はい。

あなたは道路の状況を確認しましたね

―はい。

反対尋問 
あの夜はいいお天気でしたね。

―はい。

街灯はついていましたね。

―はい。

道路は凍結していませんでしたね。

―ええ、していませんでした。

道路の状態は良好でしたね。

―はい。

難しいカーブなどはありませんでしたね。

―ええ、ありませんでした。

実際、運転手に過失があったんですね。

―はい。

私の目的が皆さんにもお分かりいただけた

と思いますけれども、この警官の証言から、

サラメが運転が下手だったということを引き

出そうとしたのです。その情報を最終弁論に

役立てたいと思いました。これが友好的な反

対尋問の例です。証人に対して弁護に役に立

つような部分を繰り返してもらうものです。

もう1つは、敵対的な反対尋問です。事件の

3日前にサラメはワゴン車を借りました。そし

てそれは爆弾を運ぶことに使われたと特定さ

れたわけです。しかし事件の前日にサラメは

ワゴン車の盗難届を警察に出しました。彼は

本当のことを言っていたのか、うそをついて

いたのか、どちらだったのでしょうか。

検察官はもちろんうそをついていたという

ことを証明しようとしました。検察官はガソ

リンスタンドの従業員、ムーシュ氏を呼びま

した。警察の調書によるとムーシュ氏はFBIの

捜査官に対して、盗難届後にサラメが運転し

ていたワゴン車に給油したことがあると供述

していました。盗難届が出された後、事件の

ほんの数時間前、サラメがワゴン車に乗って

いるのを見たと彼は述べているのです。これ

が本当であれば、もちろんサラメはうそをつ

いていたことになります。

検察官はこの証人を呼び、「ムーシュさん、

ワゴン車と一緒にいた人物を選んでください」

と言いました。給油をしたわけですから分か

るはずです。ムーシュ氏はそう求められると、

まずは法廷の中にいたサラメを見つめました。

次に陪審員全員を見て、再びサラメを見た後、

ついに陪審員の一人を指して、「その人に対し

て給油をした」と言ったのです。検察官にと

ってはとても恥ずかしい一瞬でした。

しかし翌日、ムーシュ氏は証言の内容を変

えます。「前日は間違えた」と言いました。サ

ラメが運転手だったと言い直したのです。こ

れは2日目です。ムーシュは証言台から降りて

サラメを指さして、「彼に給油をした」と言い

ました。「爆発の数時間前のことだった」と。

それは盗難届が出された後のことになります。

検察官の主尋問の後、裁判官から「プレクト

さん、どうぞ反対尋問をしてください」と言

われましたが、その時点で私が知っていたこ

とは次のような事実でした。

サラメの逮捕の数日後、つまり彼の写真が

新聞に掲載された後に、FBI捜査官はムーシュ

に何枚かの写真を見せました。そしてムーシ

ュはサラメの写真を給油した相手として選び

ました。そのようなことが警察の調書に書い

てありました。それからFBIは、ムーシュはと

ても重要な証人なのでムーシュに仕事を辞め

るように言いました。そして秘密の場所に行

って証言まで待つように言ったのです。そし

て隠れている間、FBIは彼に給与を支払ってい

ました。

またムーシュは最初に陪審員の1人をドライ

バーとして選びましたが、その夜、家に帰っ

てみるとラジオやテレビはその間違いを報道

していました。ムーシュはその夜、帰宅をし

て、夜は妻と一緒に過ごしました。翌日彼は

法廷に戻り、サラメ氏を選び直しました。こ

れが私が知り得た事実でした。

私が行った反対尋問は完璧ではなかったと

思いますけれども、4つの質問をしました。

ムーシュさん、証言ありがとうございます。

2日目にサラメさんを選ばれました。ムーシ

ュさん、FBIがあなたに写真を見せる前に、

あなたは新聞でサラメ氏の写真を見ていま

したね。

―はい。

FBIはあなたに給与を支払っていますね。

講演録：裁判員説得の技術
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―はい。

昨夜帰宅して奥様とお話をされましたね。

陪審員の1人を給油した人として選んだ後

に、夜に帰って奥様と話されましたね。

―はい、彼女はまるで檻に入れられた雌の

ライオンのようでした。

つまり妻はとても怒っていたということです。

これが私の反対尋問でした。とてもよい反

対尋問だったとは思いませんけれども、しか

し私がしようとしたことは、これらの事実を

引き出すことによって疑問を投げ掛けようと

したのです。ムーシュがサラメを選んだこと

に関して疑問を投げ掛けようとしたのです。

政府から給与をもらっている、そして最初の

日の証言に関して妻が怒っている、陪審員の

一人を選んだことに関して妻が怒っていると

いうことを導き出しました。そして証言を変

えたのは、サラメ氏をガソリンスタンドで見

掛けたからではなくて、FBIの仕事を続けたい

から、そして妻のご機嫌を取りたいからであ

るということを示唆しようとしたのです。こ

れが敵対的反対尋問です。なぜなら、法廷で

サラメ氏を選んだ、人を特定したことに疑問

を呈しようとしてかなり攻撃をしたからです。

ワールド・トレードセンターの裁判は6か月

続きました。最後にとても重要なステージが

あり、両当事者の法律家が市民である陪審員

に対して最終弁論を行います。「なぜ無罪の評

決にすべきなのか」という主張を皆さんが陪

審員または裁判員に対して行います。これが

最終弁論です。裁判員または陪審員に対して

皆さんが主張を行う最後の機会です。

最終弁論は冒頭陳述とどう違うのかとよく

聞かれるんですけれども、冒頭陳述は、弁護

人が陪審員に対して、証拠がこれから何を示

すかということを伝えていきます。最終弁論

では陪審員に、証拠に基づいてなぜ無罪にな

るのかを伝えなくてはなりません。

最終弁論 

検察官は、「ユセフは彼を雇い、ワゴン車を

借りさせ、車を運転させた。そして車両盗難

届はうそであった。そして証人のムーシュ氏

が2日目にサラメがワゴン車のドライバーとし

て特定したことによって、サラメのうそが証

明された」と主張しました。そしてこの裁判

において、もっとも驚きの瞬間であったムー

シュ氏が陪審員の1人を選んだ瞬間に関して

は、「ムーシュ氏は混乱しやすい性格」であり

2回目の人定が正しかったという主張でした。

サラメ氏は深くこの事件に関与していて、ワ

ゴン車を借り、うその車両盗難届を出して、

ワゴン車をワールド・トレードセンターまで

運転したという主張でした。

今度は私の番です。陪審員に直接話す最後

のチャンスです。一番重要なステージです。

1つヒントがあります。それは事件の１か月

前の車の事故です。この車の事故をどう私は

使うことができるでしょうか。検察官の「サ

ラメ被告がワールド・トレードセンターまで

車を運転していった」というストーリーはお

かしいのです。なぜならば、サラメは非常に

運転が下手だった、そして主犯のユセフはそ

のことを知っていたからです。

主犯格のラムジー・ユセフはある晩、サラ

メの運転する車に同乗していました。そして、

道路の状態がよかったにもかかわらず、サラ

メがまともな運転をすることができず、結局

車の事故を起こしてしまい、ユセフが怪我を

した経験があったからです。私はこれを陪審

員に強調しました。つまり、このような経験

をしたユセフが、サラメにワゴン車をワール

ド・トレードセンターまで運転させるはずが

ないと主張したのです。

事件から1か月前のある晩に車に乗ってい

て、道路はまったく氷結していなかった、見

通しは利いた、そしてユセフはモハメッド・

サラメの運転する車に乗っていて、サラメが

非常に簡単なカーブもうまくよけきれず、結

局車の事故を起こしてしまった。そしてサラ

メは地面の上にあおむけに倒れ、ユセフは前

部座席のところにうつぶせで倒れていた。ほ

とんど意識不明に陥っていたということです。
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このように意識不明になるような自動車事故

を起こしていたのです。こういう事故を起こ

したのですから、主犯の男が爆弾の運び屋に

誰を選ぶかということは明らかだと主張した

のです。これを聞いた何人かの陪審員は笑っ

ていました。これを私は最終弁論に生かそう

としたのです。

最終的には、非常に長い裁判になったので

すが、陪審員の評議は1週間行われました。結

局は私の努力が足りなかったせいでしょうか、

陪審員が法廷に戻り、 そして陪審員長はきっ

ぱりとした声で「有罪」と言い渡しました。

そしてその1か月後、全ての被告人たちは有

罪になり、その後で量刑判決が言い渡され、

この4人全てに対して終身刑が言い渡されまし

た。このときにはまだ連邦法で死刑が定めら

れておりませんでしたが、今であれば全員死

刑が言い渡されたと思います。

今日皆さんにお話をしたかったのは、弁護

人は3つの重要なツールを使うことにより、

「無罪の論理」を展開することができる、とい

うことです。まず最初に冒頭陳述です。そし

てその後、反対尋問。ここでは自分の主張を

サポートするような尋問を行います。つまり

被告人に不利な証拠に対しては闘いを挑むこ

とになるわけです。そして最後は最終弁論で

すけれども、ここでは情熱を込めて裁判員に

対し、なぜ無罪にするべきかということを訴

えるのです。

最後に 

判決は有罪に 

ご承知のように今、日本では裁判員制

度の模擬裁判が行われています。先ほど冒頭

陳述でアナザー・ストーリー、つまり検察官

の主張に対して弁護人には違うストーリーが

あると。例えば検察官がAストーリーであった

としたら、弁護人はBストーリーだと。それが

裁判員に非常に分かりやすいのではないかと。

ところが弁護人が出すアナザー・ストーリー

はそれ相応の証拠、あるいは程度が低くても

そういう証拠があればかなり説得力を持つん

ですけれども、そうでない場合、「検察官のA

ストーリーに対して弁護人のBストーリー」と

なると、裁判員がどちらが正しいかとジャッ

ジしがちになる、それは危険であるという議

論もあります。

ですから例えば、検察官のAストーリーに対

して合理的な疑問がたくさんある場合には、

弁護人はBストーリーを言わないで、疑問がた

くさんあるということでジャッジしてもらう

方がいいのではないか、ということが議論さ

れているんですけれども、アメリカではほぼ

アナザー・ストーリーを弁護人は言うんでし

ょうか。

とてもよいポイントを指摘されたと思

います。あなたのおっしゃるとおりです。い

つも別のストーリーを提示するわけではあり

ません。しかしながら、もしそれが可能な場

合にはやらなければいけないといわれてきま

した。例えばこのケースでは、あまり証拠は

ありませんでしたけれども、少なくとも陪審

員に対しては、「いくつかの証拠に矛盾がある」

ということは言えたと思います。つまり有罪

を裏付ける証拠の中に矛盾があるということ

を、検察官とは別のストーリーを示すことで

主張したわけです。ですから、ほとんどのケ

ースにおいて、少なくとも我々が利用できる

ような被告人に有利な証拠があれば、冒頭陳

述でストーリーを提示するために使うことが

できるのではないでしょうか。

回答

質問

質疑応答 
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